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告 示

北海道教育委員会告示第６号
次の教育職員免許状は、教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第１０条の規定により、
失効した。
平成２６年２月１８日

北海道教育委員会委員長 鷹 野 正 義

教育職員免許法第１０条第１項第２号失 効 の 事 由
平成２６年１月１５日失 効 年 月 日

京都府教育委員会平成元年３月３１日昭６３小一普め第５５０号小学校教諭１種免許状
授 与 権 者授 与 年 月 日免許状の番号免許状の種類（教科）

北 海 道本 籍 地吉 田 充氏 名

平成２６年２月１８日
（火曜日）
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平成２６年２月１８日（火曜日） 北海道教育委員会公報
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第６１１２号

毎月２回発行
（購読料は、１年度分１１，７６０円（送料込み）。ただし、５月以降配布するものについては、その年度分は月割計算とする。）
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